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第５回 旭川交通圏タクシー特定地域協議会 議事概要

１．日 時 平成２３年１１月２２日（火）１３：３０～１５：３０

２．場 所 旭川地方自動車整備協同組合(社団法人 旭川地方自動車整備振興会)

５階会議室

３．出 席 者 別紙

⇒ 事務局発言

○ 委員発言

開会

⇒ 定刻となりましたので、只今より、第５回旭川交通圏タクシー特定地域協議会を

開催いたします。本日はご多忙の中、関係者の皆様方にはご出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。

私は、国土交通省北海道運輸局旭川運輸支局の高橋と申します。議事に入るまで

の進行につきましては、事務局を代表いたしまして、私が務めさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

予め皆様方にお願い申し上げます。携帯電話をお持ちの方は電源を切るかマナー

モードの設定をよろしくお願いいたします。

委員の発言につきましては、議事録作成の都合上、マイクを利用してのご発言を

お願いいたします。

随行者の方々の発言につきましては、ご遠慮いただきますようお願い申し上げま

す。

本日は、代理出席を含め、委員１２名全員のご出席をいただいており、本協議会

設置要綱第５条第１３項に規定される構成員の過半数が出席しておりますので、本

日の協議会が成立していることをご報告申し上げます。

それでは、配布資料の確認をさせていただきます。まず、議事次第でございます。

続いて、委員等名簿、出席者名簿と続き、

資料１ 旭川交通圏における特定事業計画の進捗状況等について

資料２ 関係機関が実施したこれまでの取り組みについて

資料３ 旭川交通圏におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に向けた今後の施策等について

資料４ 今後の協議会の進め方について

参考資料といたしまして、
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参考資料１ 第４回旭川交通圏タクシー特定地域協議会で整理された個別課題

参考資料２ 旭川交通圏タクシー特定地域協議会地域計画

参考資料３ 旭川交通圏タクシー特定地域協議会地域計画（抄）

参考資料４ 旭川交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱

をご用意させていただいております。ご確認をお願いいたします。資料に不足等が

ございましたら、お申し出くださいますようよろしくお願い申し上げます。

年度が改まりましたので、委員の皆様方には一部、異動等により変更がござい

ます。そこで、変更のござました方々及び本日出席の皆様方をご紹介申し上げます。

・旭川消費者協会会長 松尾 清子 様。

・本協議会の座長をお願いしております、学校法人旭川大学保健福祉学部教授 白戸 一秀 様。

・ (社)旭川地区ハイヤー協会会長 本田 秀明 様。

・旭川地方個人タクシー協同組合理事長 神谷 隆行 様。

・旭川北交ハイヤー㈱取締役社長 澤崎 利夫 様に替わりまして、川辺 義範 様。

・旭タクシー㈱代表取締役 西野 俊典 様。

・全自交北海道地方連合会執行委員長 竹内 誠 様。

・自交総連北海道地方連合会執行委員長 渡辺 聡 様。

・北海道警察旭川方面本部交通課長 山本 富雄 様に替わりまして、高橋 正彦 様。

本日は代理出席していただいております、企画指導統括官 佐々木 好明 様。

・旭川市総合政策部地域振興担当部長 赤岡 昌弘 様。

・北海道労働局旭川労働基準監督署署長 吉村 直樹 様に替わりまして、中山 和雄 様。

・本協議会の会長の北海道運輸局旭川運輸支局支局長 竹谷 繁樹 に替わりまし

て 高橋 博之 です。

以上、１２名の委員の皆様方に出席していただいております。よろしくお願いい

たします。

続いて事務局を紹介いたします。

・社団法人旭川地区ハイヤー協会専務理事 荒川 盛行

・社団法人旭川地区ハイヤー協会理事 伊与木 英明

・北海道運輸局旭川運輸支局運輸企画専門官 矢木 孝

・北海道運輸局旭川運輸支局運輸企画専門官 中野 健司

・最後になりますが、本協議会事務局長の北海道運輸局旭川運輸支局首席運輸企画

専門官の 高橋 秋彦 です。どうぞよろしくお願いします。

それでは議事に入らせていただきます前に、冒頭、会長より一言ご挨拶をお願い

します。
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○ あらためまして支局の高橋と申します。この４月に変わりましたのでよろしくお

願いいたします。冒頭に挨拶をということですのでお話をさせていただきたいと思

います。本協議会開催も会を重ねて５回目となりました。本協議会について、もう

少し早めの時期に開催をとは考えておりましたが、本年３月の東日本大震災の発生

により、営業収入の急激な落ち込みが適正化推進に微妙な影を落としていることか

ら、一定の経過を見る必要があるものと判断いたしまして、お忙しいところ大変恐

縮ではございますが、本日の開催とさせていただきました。

本日は、昨年の第４回協議会、これは地域計画策定後の協議会、いわゆるフォロ

ーアップ協議会ですが、今後議論すべく個別の課題について整理させていただきな

がら、それぞれの課題等について協議していく運びとなったところであります。

それと並行しまして、各タクシー事業者の皆様が特定事業計画及び事業再構築に

取り組んでいただいている一方、ハイヤー協会や個人タクシー協同組合、自治体、

行政をはじめとする各主体においても、地域計画の推進にご協力をいただき、取り

組んでいただいているところであります。

今回は、皆様方に業界が置かれている現状やこれまでの関係各位が取り組んでこ

られた状況等について事務局より報告させていただき、委員の皆様方には、前回整

理いたしました個別課題について、報告申し上げた状況を踏まえながら、特定地域

におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に対する忌憚のないご意見等をい

ただき、今後の旭川交通圏地域計画に沿ったタクシー事業の適正化、活性化がより

一層推進されますことを期待するところでございます。

ぜひ活発なご議論をいただきますよう、本日はよろしくお願いいたします。

（高橋会長）

議事及び質疑応答

⇒ これからの進行は、白戸座長にお任せいたします。白戸座長よろしくお願い申し

上げます。

○ それでは、これから協議会の議事に入りたいと思います。よろしくお願いします。

目安とすれば１５時３０分を目途にと心づもりしておりますので、ご協力よろし

くお願い申し上げます。議事次第に書かれておりますが、報告事項、協議事項、そ

の他ということで今後の協議会の進め方、ということになっておりますが、議題

（１）の報告事項についてはお手元のクリップにとめております資料１と２、それ

から協議事項の「旭川交通圏におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に向

けた今後の施策等について」も同じクリップにとめてあります資料３です。最後に

その他も同じクリップの最後に「今後の協議会の進め方について」資料がございま

すのでご確認いただきたいと思います。それでは事務局の方から資料１「旭川交通

圏における特定事業計画における進捗状況等について」ご説明をお願いしたいと思

います。（白戸座長）
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⇒ それでは事務局よりご説明申し上げます。資料については先般、各委員のみなさ

まに予め送付しております。先に送付した資料と本日席上に配付した資料の変更は

ございません。予めお目を通していただくようお願いしておりますので、私の方か

ら簡単にご説明をさせていただきます。資料１をご覧ください。

（資料１について説明）

○ それでは次に、資料２の「関係機関が実施したこれまでの取り組みについて」、

それぞれ個別にご報告をいただきたいと思います。まず行政の取り組みからお願い

いたします。（白戸座長）

⇒ （行政より、資料２ Ｐ１～Ｐ２について説明）

資料には記載しておりませんが、行政の取り組みとして、今年度タクシー懇談会

なるものを開催させていただいております。

行政としてタクシー事業の適正化、活性化を進めるに当たり、具体的に何をどうす

べきか、協議会の公式メンバーに限らず、広く意見を求めるため懇談会を開催させ

ていただきました。メンバーは業界・労働組合・当支局のＯＢ等々に意見をいただ

き、当支局の施策等の参考とさせていただいているところでございます。本年は６

月９日と１０月１８日に懇談会を開催いたしました。

○ 旭川地区ハイヤー協会の取り組みについて、ご報告お願いします。（白戸座長）

⇒ （旭川地区ハイヤー協会より、資料２ Ｐ３～Ｐ６について説明）

○ 個人タクシー協同組合から報告をお願いします。（白戸座長）

○ （神谷委員より、資料２ Ｐ７について説明）

○ どうもありがとうございました。ただいま報告事項に関連しましてご報告をいた

だきました。課題関係の協議はこの後の協議事項で行うとして、いま報告を受けた

中身に関しましてご質問等あればお受けしたいと思います。

（白戸座長）

○ 説明いただいた中に「博多ルール」というのがありましたけど、これはどういっ

た内容なのでしょうか。（松尾委員）

○ タクシー乗り場にコンシェルジュという女性の方が立って案内している。そして

全面禁煙です。それと服装規定というのものがありまして、特に博多というのはエ

クセレントタクシーというハイグレードの講習を受けたドライバー制度が創設され
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ている場所なんです。そういったある程度の待遇が優先される、差別化ではありま

せんがこういった優良のものが恩恵を受けるようになっている。東京あたりでも様

々な場所で優良タクシー乗り場と一般の乗り場が分かれているんですね。こういっ

た色分け的な部分も発生していくことによって、お客様が選びやすい、安心して乗

れるタクシー環境が作れるというのがあります。博多の場合はそれまですごく乱れ

ていたという事でルール作りをいたしまして、それでお客様から、先ほどハイヤー

協会の話であった、たばこ臭いだとかそういうことがないものを作り上げていると

いうのが、「博多ルール」という形で提示されていたというものです。これはいま

旭川駅も新規にグランドオープンしますが、各タクシー会社が入った場合には、こ

ういったきちっとしたルール作りは当然必要なのかなと。それがお客様が快適に利

用できるタクシーかなと思います。（神谷委員）

○ 松尾委員、よろしいでしょうか。協議事項の今後のタクシーの施策中、新旭川駅

のタクシー乗り場のところでも議論になる事項です。

それでは資料１と２の報告事項に関連するご質問はよろしいですか。いずれにし

ても次の協議事項にも関わることだと思いますので、協議事項に入らせていただき

たいと思います。「旭川交通圏におけるタクシー事業の適正化及び活性化に向けた

今後の施策等について」ということでございますが、資料３と参考資料１の第４回

当協議会の話合いの中で、課題として整理された４点について絞りながらお話を進

めさせていただきます。まず１点目はタクシー乗務員の処遇等改善のためにどう需

要を掘り起こすか、福祉輸送等のニーズの変化にどのように対応するか。これと関

連しまして２点目の地域計画の取り組みが不十分ではないかという指摘に対して事

業再構築を含めた特定事業計画の内容の再検討をしてはどうかという内容につい

て。３点目は積極的なタクシーのＰＲについて。４点目は旭川駅が新しくなります

のでそこでの体制という内容ですので、１点目と２点目を１つとして、３つに分け

てお話をしたいと思います。お手元の資料３において関連する資料が添付されてお

ります。１ページ目が輸送実績等の年度比較、２ページ目がタクシー事業を巡る諸

問題、３ページ目はホームページの開設状況、４ページ目が新旭川駅のタクシー乗

り場となっております。これらの参考資料もお含みいただきながら、まず１番目の

タクシー乗務員賃金等の処遇改善、そのための需要喚起等々ということに関しまし

て、ご意見をいただきたいと思いますが、関係する委員からご意見をいただきたい

と思います。労働組合の関係でいかがでしょうか。（白戸座長）

○ 自交総連の渡辺でございます。労働組合からということなので需要喚起について

意見を述べさせていただきたいと思います。この資料の中に供給過剰というのが大

きく書かれており、どうしても事業者サイドに意見がいくと思います。労働条件の

改善になっているのか、なっていないのかをまず伺いたいのと、協会としてこの状

況を心底どのように思っているのかを聞きたい。公取の関係で下限割れの運賃の問

題がどこかに飛んでいます。適正な運賃じゃない下限割れという状態なのですから

この問題をどうするのか。委員の中には事業者の方も来ているので伺いたいのです

が、一斉に運賃の値上げをしたら公取にひっかかるからやめましょうということで
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萎んでいますね。私のところでやりますというところはないでしょうか。私のとこ

５３０円でやりますってところありませんか。減車についてもパーセンテージ的に

は達成しています。達成していますけど先ほどお話があったとおり３．１１大震災

以降の景気の低迷、消費の抑え、その辺でガクッと落ちています。特定地域という

のはもともと景気が悪いところで、低賃金・供給過剰の状態の地域で、実際車庫に

余っている車が各社あるはずです。この部分を十分に精査して、実際に市場に走っ

ている車が１０％減っているのかどうか。確かにこの問題というのは雇用との問題

も絡んでくるので大きな問題となります。でもここのところをある程度割り切って

やらないと。先ほど乗務員の年齢の資料にあったとおりほとんどが高齢者。後がな

いお終い産業と言われている。２０代３０代の方が入って来ないとなくなってしま

う産業であります。そのことに危機感を持ってこの協議会を進めていかないとなら

ないと思います。更に減車を進めるつもりはないのかとお聞きしたい。根本的な需

要の喚起にならないという部分は何が理由であるのかとそういうところもお聞きし

たいと思います。（渡辺委員）

○ 実際に乗務員の処遇等が改善されたと認識しているかと、今の状況で考えられる

原因は何かと、運賃下限割れあるいは車が過剰だということに対して、もっと事業

者が講ずる方法はないかというご意見だと思います。本田委員どうでしょうか。（白

戸座長）

○ 業界側を代表してこれらの質問に返答したいと思います。その中で減車につきま

しては行政の方々の後押しもありまして、ようやく１０％の減車を達成することが

できたわけですが、しかしまだまだ適正化にはほど遠い状況で更なる取り組みが必

要だと考えております。ただしこの考えは事業者それぞれ非常に温度差がありまし

て、統一見解ではありません。業界として、これ以上の減車は必要との認識は持っ

ておりますし、そのつもりで進んでいきたいという考えを持っております。

下限割れの状況ですが、この下限割れにつきましてはいろんなプロセスがあって

今のような状況になっています。地域の中でタクシー事業を進めるにあたって、ず

っと安いところが得をして、我慢をしてある程度の運賃水準で動いていたところが

結果として損をするような構図となってしまいました。ですからこの段階でどこか

１社が上げたらその会社は損をしてしまうということになります。そうである以上、

各社みんなで何とか時期を同じくして運賃を上げていかないと結果的に労働条件の

向上は、非協力的な会社だけが向上してしまうということになってしまいますので

なかなか難しいと考えております。

次に需要喚起でございますが、渡辺委員の発言のとおり当然事業者として進めて

いかなければならない課題だと思います。協会としても各社それぞれ個別にも様々

な需要喚起ということで動いておりますが、特効薬はなかなか見付かりませんし、

その努力以上に景気の後退が響いているというような状況となっております。ここ

にきてようやく若干総体での売上げが持ち直しつつあるのかなと思いますが、動き

が非常に少なくてまだ何とも言えない状況です。今後もこれにつきましても継続的

に努力をしていきたいと考えております。（本田委員）
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○ タクシー乗務員さんの処遇改善はいかがですか。（白戸座長）

○ タクシー労働者の処遇改善については当然やらなければならないですし、最賃割

れですとかそんなものがあって良いわけがないと考えています。業界としても個別

の会社としても、こういったコンプライアンスを守ることが事業の継続、存続に直

結する非常に大きな問題なので、何とか私自身も改善したいと考えております。た

だしこれも業界の協調が前提になければ解決しない問題だと思っております。（本

田委員）

○ ありがとうございました。本田委員からは、下限割れ運賃にしても望ましくはな

い。減車に関してもやはり更なる減車は必要だとの認識はあるけれども、問題は各

社が足並みを揃えていくべきだが揃えられないことが大変だといった趣旨の話でし

た。資料の７ページでは平成元年からの日車営業収入の推移がありますけれども、

２５年前から比べるとやはり半分ぐらいに全体の需要が落ちてきている。去年と今

年から見ると１５ページの賃金推移ですが、わずかに改善しているのがわかります

が、一進一退を続けているというような状況だと思います。

いま渡辺委員からお話がありましたが他にございませんか。竹内委員どうですか。

（白戸座長）

○ 本田委員から説明がありましたが、極端な話をすれば協会の幹部の方はそう理解

していても、市内１０社の各事業者がその理解で一致しているのかどうかという部

分が疑問です。というのは先ほど話しのあった下限割れ運賃、この部分に関して、

値上げ申請をしていたのにも拘わらず、突然下限を割れる運賃の申請をした。そう

いった一人勝ちしたいという会社が出てきたおかげで各社がそのように流れ込んで

しまった。そういう部分で私ども労働者から見ればちょっと経営者に対して不信感

がある。本当に労働者の労働条件・賃金を良くしようとしているのかどうか。会社

本体は残っても労働者は残らなかったという状態にならないよう、我々は何とかし

てほしいという部分があります。

渡辺委員も言ったように減車というのは必要だと思います。今の段階の数字でい

けば適正車両数には達しています。達していますけれども日車営収の数字から言っ

たらはるかに足りないんですよね。これは資料の平成１３年と比べると１６，００

０円ぐらい違います。適正車両数６３８台というのが旭川地区の場合はありますの

で、それを平成２２年度の売上げ実績５１億６１１３万円で出していくと、日車営

収は約２２，４７０円となります。その間、値下げというのは１０．９％ありまし

た。もし値下げしなければ２５，０００円の１日１車あたりの営業収入になります。

そうすると今みたいな状態にはならないであろうと思います。

それと今札幌でも提訴されていますけれども、通常の賃金であった場合、時間外

を払っていないだとか、客待ちしているのは労働時間じゃないからカットする等の

話は出てこないと思うんです。ですから最低賃金は今年の１０月６日で７０５円に

なりましたが、来年最低賃金が上がったときに最低賃金に引っかかった乗務員さん
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がいたら各社どうするんですか。解雇するんでしょうか。解雇して今度その空いた

車は誰が運転するんでしょうか。段々と運転手がいないから減車していったらタク

シー業界は尻すぼみだと思います。最後誰も残らないという可能性もあります。今

現在苦しいのは皆さん理解しているはずなんです。ＬＰＧも上がったし、厚生年金

や社会保険料も毎年上がっています。事業主負担がつらいというのを社長から聞い

ています。我々も実際半分負担しているから厳しいのはわかっています。将来的に

各事業者が今後存続するためにはどうしたらいいのか。今抱えている乗務員を今後

も雇い続けるにはどうしたらいいのか。という部分で減車も必要でしょうが、やは

り下限割れを解消しなくてはというのが僕の考えです。（竹内委員）

○ 厳しい意見をいただきました。私としてもタクシー労働者の労働条件を何とか向

上したいというのが本音です。先ほど竹内委員から、将来誰も残らないのではとの

発言がありましたが、今のルールでは将来誰も残らないのではなくて、ずるい会社

が残るんです。値引きをし、そして非協力的な会社が残るというような、そんなル

ールになってしまっているんです。ですからそのルールを何とか改善しない限り、

決して業界は良くならないと思います。まともにきちんと営業しようとしている会

社が今大変な状態になっております。値引きをして減車もしないで減車の効果にた

だ乗りしようと、自分の会社だけうまいことをやろうという会社が最終的に残るよ

うな状況になっているので、業界としてもなかなか大変です。ですからみなさんの

協調、協力が必要だという状況です。（本田委員）

○ 本田委員から説明がありましたし、竹内委員からも厳しい意見がありました。労

組側の方から危機感として持ってほしいのは、まず最賃の問題とか賃金未払の問題、

私どもも非常に力を入れておりまして、ホットラインというのをやっています。先

日６日もございましたけど相当数ありました。ここの資料の数字はでたらめではな

いかなと言うぐらいの賃金です。４万とか５万しか支払われていないとか。こうい

う方がいるというのは経営者は理解しているのでしょうか。事実そういう給料明細

を持ってきた方がたくさんおりました。これは何とか手当しなければならないと私

たちは考えております。これは労使の問題となるのでこれ以上は言いません。

危機感を持ってほしいというのは、先般１１日にＭＫが旭川に入ってます。某新

規参入の会社に入り接触してます。ＭＫというのはいわゆるＭＫシステムという、

実際は保障給を払っているようなふりをして、会社負担の社会保険の部分も全部運

転手が持つ、車両のＬＰＧ代も制服代から何から全部持つ。無線も１本取ったら１

００円から２００円とか、拒否したら５００円取られるとかそういった会社です。

経営陣が入ってきたわけではなくて、ＭＫ労組の連合会会長が来ました。ＭＫ新聞

をよく読んでる方ならご存知でしょう。労使一体となってる労働組合で、私ども自

交総連とは全く対を為す労働組合でございまして、こういうのは労働組合とは言わ

ないんです。接触された会社はこれからはＭＫスタイルでいくと断言したと言いま

す。こういう会社が生き残ってはいけないんですね。しかし潰れてもらっても困る。

経営者の意識を改善してほしいというのが私どもの願いであります。

この協議会で地域計画を策定してやってきました。それでこの状況ですからここ
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は各会社や行政がもうひと踏ん張りして、ある意味ショック療法を行わないと全く

改善にならない。現実的に最賃さえ払えばいいとかそういうレベルの話になってし

まっている。やはり親子３人４人食わしていけるような賃金を払って、あるいは賃

金を取れるような良質な運転者の資質を育てるような、そういった前向きな考え方

でいかないと。どうも底へ底へという議論ばかりです。そうではなくもっと前や上

を向いてやっていかないと。この経済状況で消費税の問題とかＴＰＰの問題とか、

そういったことで消費者の財布は堅いですから。市の方とか労働分野の方とか警察

の方とかいろいろいらっしゃいますので、そういった方の意見、あるいは協会に加

盟していない２社の経営者の意見等々お聞きしながら前向きな考えで、ある程度の

目標を定めませんか。さらなる目標値を定めて進めていったらどうでしょうか。提

案です。（渡辺委員）

○ いま渡辺委員からショック療法、思い切った対策をしないと業界全体が衰退して

しまうというお話がありました。本田委員いかがですか。（白戸座長）

○ 当然今後前進していくために、前向きにこの問題を改善すべく進めていくという

必要性は感じております。（本田委員）

○ それでは関連して旭川北交ハイヤーの川辺委員どうでしょうか。（白戸座長）

○ 当社としては日曜日をベースにして乗務員さんを休ませているというのが現状で

す。それで月曜日から土曜日までほとんど１００パーセントに近い稼働率になって

います。これ以上減車をするとなると辞めてもらわなければならない乗務員さんも

出てくる可能性が十分にあります。ですからこういった状態でこれ以上の減車とい

うのはちょっと厳しいと思っております。しかしながら協議会でどのような形に決

まるか分かりませんけれども、一定の方向性が決まれば、私一存の考えでは申し上

げられませんが、本社と相談しながら努力していきたいと考えております。（川辺

委員）

○ ありがとうございます。旭タクシーの西野委員どうでしょうか。（白戸座長）

○ 前回に引き続いてまた減車の話となると、当社も相当減らしましたし、その間の

ドライバーの数についてもようやく適正な状況に落ち着きました。また一段ととな

ると、様々な問題点が出てくると思っております。その中で今後、この協議会の流

れがどのようになっていくのか、私どももよく考えていきたい思っております。

２０年前からの様々な状況変化、個別輸送の状況がそれにとって代わる輸送が増

えているということもやはり考えないといけません。緑ナンバーだけの問題ではな

いのかなというのもあります。これはどの地域でもあります。（西野委員）

○ それぞれの立場からご意見、ご提言をいただきました。そこで更なる目標をとい

う話がありましたけど本田委員、どうお考えでしょうか。（白戸座長）
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○ いま川辺委員や西野委員のこういった意見がある中で目標値を設定するのはなか

なか難しいと考えますし、私どもハイヤー協会の中でも温度差があって目標値の設

定をして進むというのはなかなか難しいと思います。ただ業界として今のこの状況

をどうするのかと問われたら、減車しません、やりませんという返答をするわけに

はいかないんですね。やはり何らかの形で前に進まないといけないと考えておりま

す。いずれにしても根本的な問題は供給過剰にあると考えておりますし、今のまま

では労働者の生活は守ることができないと考えてます。あえてここで目標値の設定

をしろということであれば、あくまでも業界のみなさんの協力、協調が前提であり

ますけれども、最低限東京並みに、東京はあれだけ収入がありながら２０％の減車

目標で動いてます。なかなか足並みは揃わないみたいですけれども、旭川において

も最低限それぐらいの減車は目標に置かざるを得ないのかなと。あえて言うならば、

一歩前進するという意味合いで２０％ぐらいがとりあえず当面の目標なのかなと考

えております。（本田委員）

○ いま本田委員から、業界として目標を定めて取り組むという意見表明がありまし

たが、川辺委員、西野委員いかがですか。（白戸座長）

○ 協議会で何らかの形で決まれば、努力していきたいと思っております。（川辺委

員）

○ 台数の問題ですから非常に慎重に考えなければならない。先ほど言いましたとお

り、流れの中での話も勘案しながら考えていきたいと思います。（西野委員）

○ 本田委員から更なる目標を定めて、業界全体として検討し、需要喚起、事業再構

築を含めた特定事業計画を申請すべく努力する考えの表明がございましたので、協

議会としても更なる目標に向けて努力していただくことを期待して、１番目のテー

マについてのまとめとしたいと思います。

それでは課題の２番目でございますが、「消費者への地域計画・特定事業計画の

内容及びタクシーサービス等の積極的なＰＲをどのようにしておこなっていくか。」

という課題がありました。タクシーサービス等のＰＲについて、どう考えるか議論

していただきますが、資料３の３ページ目に「タクシー事業者のホームページ開設

状況」というまとめの資料もございますので事務局からご説明お願いします。（白

戸座長）

⇒ 第４回の協議会におきまして、消費者協会松尾委員より、タクシーサービスにつ

いて、消費者に十分なＰＲを行うべきとのご意見をいただき、検討して参りました。

資料３の３ページ目につきましては、各社のホームページ開設状況がどのようにな

っているかを整理したものです。このように、協会加盟の会社１２社のうち５社が

ホームページを開設しており、主な掲載内容は記載のとおりございますが、各社の

独自性を生かした内容で、個々の会社でインターネットやコマーシャルを利用して
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のＰＲや個別にチラシ等を利用してのＰＲを行っているところも見受けられます。

また、ハイヤー協会として、特定の雑誌、或いはイベント開催時のパンフレット

には広告掲載として、タクシーの前売り乗車券の購入や利用につきまして、ＰＲを

行うようにしているところでございます。しかし、現状ではトータルで一目見て周

知できる媒体や方策を持っていない状況にございます。タクシーサービスのＰＲに

関しては、需要喚起する上でも大変重要なことと理解しており、ご指摘を踏まえて

協会としてもインターネットを利用したホームページの開設について検討をして参

りましたが、初期投資や日常のコスト面、人員の配置等を考えると協会として早急

に導入できる状況には至っていない現状にあり、対応が難しい状況であることをご

報告させていただきます。なお、今後の広告掲載につきましては、出来うる限りの

工夫をしていきたいと考えております。

○ ありがとうございます。個人タクシー協同組合神谷委員、ホームページを開設し

ているとのことですので、ご意見をいただきたいと思います。（白戸座長）

○ 当組合におけるホームページは、平成２２年３月１日に開設しております。ただ

私たち事務所の中で、恥ずかしながら扱える人間はおりません。ですから今の段階

ではほぼ塩漬け状態のようなものであります。１年８か月経過した中で、問い合わ

せ数が２０件、その内仕事に結びついたのが７件といった状態です。今後は設備投

資なり、外注でやるにしても多様な使用方法で少しでも利用者に周知したいところ

ですが、このような厳しい状態にあるということだけ報告しておきます。（神谷委

員）

○ 消費者協会の松尾委員、何か一言ございませんか。（白戸座長）

○ ホームページはいま常識になっておりますけれども、利用する側としまして全部

が全部、みんな見られるわけではありません。歳を取るとなかなかそこまでいかな

いという人が結構多くいますので、その点もまた考えていただきたいと思います。

（松尾委員）

○ その他、ホームページの開設等に関していかがでしょうか。（白戸委員）

○ 直接消費者に対してのＰＲではありませんが、ハイヤー協会で毎年タクシーの日

にアンケートを採ってます。その集計結果も各社に報告されていると思いますが、

やはりいつまで経っても乗務員の応対の仕方が指摘されております。行き先を言っ

ても返事をしてくれないとか、荷物を持ってても手伝ってくれないとか。サービス

という部分の乗務員教育というか、その部分を各社もう１回見直す必要があると思

います。せっかくタクシーを使っていただいているのですから今後とも大事なお客

様ですし、再度使っていただきたい。協会としてというより各事業者の中で乗務員
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教育が必要だと僕は思ってます。先ほどＭＫタクシーの話が出てきましたけれども、

確かに労働者から見ればピンハネ事業者です。でもひとつ見習うところがあるのは

乗務員教育なんです。その部分は真似していいと思います。ですからその部分を協

会が音頭を取るという形が良いのかどうかわかりませんが、業界全体で考える必要

があると思います。（竹内委員）

○ このアンケートを見させていただきまして、私もタクシーを利用することが多い

のですが、該当する項目がたくさんあります。それなのにどうして変わらないのか

と常々感じております。（松尾委員）

○ 様々な構造的な問題も解決しなければなりませんし、消費者にアクセスを精通さ

せるといった努力も必要だろうと思います。様々なご意見をいただきましたけれど

も、消費者に対する積極的なＰＲ、サービスの向上というのは非常に大切ですので

今後とも各事業者、行政、協会等で出来るものから取り組み、ＰＲを充実させてい

ただきたいと思います。課題２はこれで終わらせていただきます。

課題３、旭川駅が新しくなります。新旭川駅のタクシーの乗り場に関して資料３

の４ページ目にございます。現状を踏まえて現在の検討状況を旭川市の赤岡委員か

らご説明いただきたいと思います。（白戸座長）

○ 駅前広場の整備につきましては、私どもの総合政策部ではなく都市建築部で所管

し進めております。その内容についてご報告します。総合政策部は地域公共交通の

総合的な部分を考え、その中でタクシーが重要な公共交通機関の一つとして今後も

持続的に安定的に機能を果たしていくということが、非常に重要なことだと考えて

おります。そういった部分も含めて私の方からご報告させていただきたいと思いま

す。

明日、新駅舎がグランドオープンするのですが、駅前広場につきましてはオープ

ンになるのが平成２５年春の予定となっております。今の検討状況ですが、平成１

９年度から市民を交えた「旭川駅舎・駅前広場の検討懇談会」で基本的な考え方を

議論してきております。それと並行して「旭川駅前広場交通事業者会議」を開催い

たしまして、各事業者、タクシー、バス等の調整を図ってきております。その後平

成２０年度になりまして「駅前広場素案」をまとめまして、パブリックコメントを

実施いたしました。更に平成２２年度には駐輪場整備についてのパブリックコメン

トの実施を受けて、現在、実施設計に着手している状況となっております。お手元

の図面に、タクシープールが駅舎側の緑色の部分を中心に位置しておりますが、こ

の場所に実施設計の中で考えているという状況でございます。

現在のタクシー業界との協議経過でございますけれども、現在の駅前広場はＪＲ

北海道の管理の下、個人タクシーのみが入構して運用されていますが、新しい駅前

広場につきましては、旭川市が管理主体となりまして、これまで乗り入れていなか
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った法人タクシーについても入構の意向がありますことから、双方が入構し運用し

ていくということを基本として、現在整備内容や整備試験ルール等について業界と

協議をしているところでございます。タクシー乗り場の管理移管の時期については、

平成２５年春までの本格運用まではこれまでと同様にＪＲ北海道が管理することと

なります。そのため、今のスケジュールでいけば、法人タクシーが入構できるのは

旭川市が管理主体となる平成２５年春以降ということになろうかと思います。以上

が駅の北側広場の話ですが、駅の南側にも広場が作られます。図面で見ると右の下

の方に南６条通から直結するところ、駅のすぐ右下にある広場でございます。ちな

みに駅の北側広場は乗降場が７に、プールが３０という状況になっていますが、下

の駅の南側広場につきましては乗降場が３、予約のプールが３、プールが１２とい

うように実施設計段階では考えております。南側は新たに設置する広場です。ここ

は旭川市が管理主体であるため、平成２４年秋以降の運用開始当初から、同じよう

に個人タクシーと法人タクシー双方が入構できるようにしたいと思っております。

ただし工事の進捗状況によりましては、一時的に暫定的供用となる場合も想定され

るため、その場合はプールの使用を制限することとなります。

それから入構料について、現在のタクシー業界との協議では、現在のＪＲ北海道

が徴収しております料金が１台あたり年５，２５０円と聞いておりますが、それと

同程度の入構料を想定していると旭川市として伝えておりまして、その他の日常管

理の部分や、除雪等の経費につきましては別途協議したいと考えております。

また、交通空間の運用ということの基本的な考え方でございますけれども、この

新しい駅前広場は両側とも、タクシー乗り場及びプール部分については道路区域に

指定いたしまして、旭川市が管理主体となって運営していくということで協議して

おります。運用方法の基本的なものにつきましては旭川市で定めていくことになる

かと思いますけれども、具体的なプールの運用ルールにつきましては、出来れば事

業者による協議会等で定めていただいて、先ほどルールのお話もありましたが、そ

ういった協議結果のもと運営していきたいと考えているところであります。（赤岡

委員）

○ ありがとうございました。業界の関係で本田委員、どういったご検討をされてお

りますか。（白戸座長）

○ 具体的な話を伺ったのが今日初めてなものですから、何ともコメントのしようが

ないんですけれども、ある程度きちんとした条件が示された段階で業界としても検

討していきたい、ルール作りをしていきたいと考えております。

質問させていただきたいのですが、１台あたり５，２５０円と同程度の想定をし

てらっしゃるということですが、個人タクシーは約２００台弱、法人タクシーは７

５０台程ありますが、その中で総額を台数割りするのか、あるいは１台５，２５０

円という数字が前提なのか、その辺りはどうなのでしょうか。約２００台といった
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時に５，２５０円をかけたら約年１００万円ということなんですけれども、その場

合は法人７５０台増えても１台５，２５０円なのか。それとも１００万円を台数割

りするということなのでしょうか。（本田委員）

○ 私どもが今のところ考えている案としては、ＪＲ北海道と同程度ということで考

えておりまして、その事例の一つとして、現状の年５，２５０円と申し上げたとこ

ろです。具体的な運用方法については、ＪＲ北海道が今どのように取扱っているか

というのも含めながら、持ち帰って検討させていただきます。今の段階では部局が

違うこともありまして明確に答えられないことをお許し願います。（赤岡委員）

○ この場を借りてお願いしたいのですが、私どもは公共交通機関という位置付けの

下、市民の足となって駅に行って利用者さんをお送りする、あるいは駅からＪＲを

お使いになった方を自宅までお送りすると、そういった輸送を行っております。そ

ういう輸送を担うものについて、コスト負担が生じるというのは少し矛盾を感じる

ものですから、公共交通機関といったことでコスト負担が増えることのないように、

何とかご配慮願えればと考えております。私どもの希望ですのでよろしくお願いし

ます。（本田委員）

○ 計画図の中で不思議に思ったのが、北口に予約車のスペースがありません。南口

は予約車スペースが３台あります。普通、旭川駅の正面といえば北口になりますよ

ね。正面なのに予約車乗り場がないというのはどういうことでしょうか。市内のお

客様でもＪＲを利用して使う場合もありますよね。観光で来るお客様もいらっしゃ

います。そういうお客様をわざわざ北口ではなくて南口に行ってもらうという考え

なのでしょうか。（竹内委員）

○ 細かいところが申し上げられないのですが、北口に予約車のスペースがない理由

につきましては、持ち帰って確認し、またご連絡したいと思います。（赤岡委員）

○ 神谷委員、入構する時のルールや入構料の話がありましたけれども、この関係で

ご質問やご意見ありますでしょうか。（白戸座長）

○ 南口に関しては平成２４年に完成の予定となっていますが、平成２４年の南口で

スタートさせる前には必ずルール作り、これをきちっとしていただきたい。今は個

人タクシーだけで運営していますけれども、ここでもルール、マナーこういったも

のが統一出来ていないという実態があります。これが各社入ってきた時に、事細か

な気付かないようなことでもトラブルの原因となるものがたくさんあると思いま

す。そういったルール作りの話合いの場の立ち上げはなるべく早く作っていただき

たいというのが私の希望です。万が一暫定的に何かをしようとして、その後本格的
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なものをやろうというのは、危険性がありますのできちっとしたルール作りだけは

お願いしたいと思います。（神谷委員）

○ このルール作りについて、長年入っている個人タクシーさんにひな形を作っても

らおうと思っていたところなんです。今の意見で少し違うんだということですが、

ひな形は作れると思うんです。それをたたき台として、法人、市、ＪＲと十分に話

し合ってきちっとルール作りを決めていった方が良いと思います。（渡辺委員）

○ 北と南が繋がって、旭川駅が実体的にこの街の中心として盛り上がっていくのに

ふさわしい交通の態様やサービスの態様のために、より良いものにしていこうとい

うことですから、関係する方々で更にご協議いただきたいと思います。

本日、協議テーマは３つございましたけれども、議論終了ということでよろしい

でしょうか。何か特にご発言があれば受けたいと思います。

それでは議題の（３）、今後の協議会の進め方ということで事務局からご説明を

いただいて確認をしたいと思います。よろしくお願いします。（白戸座長）

⇒ （資料４について説明）

○ 事務局よりご提案がございましたが、進め方に関してはいかがでしょうか。

では、次回までにそれぞれ計画を取り組んでいただくということでよろしくお願

いします。そして来年９月に特定地域の見直しの動きで何か出てくるのではないか

ということでございます。（白戸座長）

○ それでは本日はご意見ありがとうございました。

協議会としては、先般「旭川交通圏地域計画」を策定して、関係事業者や団体等そ

れぞれ、特定事業計画等の取り組みが行われていることのご報告を本日受けて、必

要な課題に関して確認させていただきました。特に、関係するすべての事業者が、

特定事業計画の認定の申請が行われたということ、地域計画における適正車両数の

範囲内に業界が一致し取り組めたということで、上限の７６３両を割り込んで、当

初の目標が達成されたということは大変評価されるところではないかと考えており

ます。

ただ、大震災の影響が少なからずあるということで、当初の計画の目標を達成し

たとはいえ、あまり良い影響を与えていないというところも確認されて、取り組み

の効果を軽減させるという結果にもなっているのではないかと感じています。当初

の目標に掲げた計画に対して、十分な事業効果が発揮されているのかという意見も

ございましたが、本日、ご意見の中で業界自ら更に１０％の減車目標値を掲げると

いった、特定事業計画を現状に鑑みて更に推進するという趣旨のご発言もありまし

た。協議会としても大変心強く期待し、評価したいと思っております。

また、タクシーサービスの更なるＰＲの推進や、新しい旭川駅タクシー乗り場に



- 16 -

ついての乗り入れの新たなルール作りに対してもご提案、ご意見をいただきました

ので、今後更に関係者の方々で十分お話をしていただいて、適切な対応や取扱いが

できるように期待したいと思います。

本日、たくさんのご意見をいただきましたが、あえてまとめをするのなら、現状

や課題を理解し各会社や団体、個人等で取り組む目標を定めて、現状に対応して実

行していくことが重要ではないかと感じました。

また、今後の協議会の進め方については、事務局提案のとおり進めてさせていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いします。

以上をもちまして協議会のまとめとさせていただきます。（白戸座長）

○ 協議事項はすべて終わりましたが、連絡事項があれば事務局からお願いします。

（白戸座長）

⇒ 本日の協議会でご発言等いただきました事項について、議事録としてまとめさせ

ていただきますので、後日各委員の皆様方にご照会をさせていただきます。

また、先ほどもご説明したとおり、次回の協議会については平成２４年９月を目

途に開催を予定しておりますが、詳しくはまた改めて日時を設定し、ご連絡を差し

上げたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

○ 第６回は今のところ来年の９月ということですのでよろしくお願いします。

本日は活発なご議論をいただき、運営にご協力いただきましてありがとうござい

ました。これ以降の進行を事務局にお返しします。（白戸座長）

閉会

⇒ 白戸座長におかれましては、議事の円滑な進行、誠にありがとうございました。

また、委員の皆様におかれましては、貴重なご意見等をいただき誠にありがとう

ございました。引き続き皆様方のご支援、ご協力の程をよろしくお願いいたします。

最後に会長より一言よろしくお願いいたします。

○ 委員の皆様には、大変貴重なご意見、活発な議論をいただき、誠にありがとうご

ざいました。冒頭に申しましたが、今後もタクシー事業の適正化、活性化の推進の

ために、地域計画の目標に向けてタクシー事業者を始め、関係者が取り組んで推進

していくことになります。その議論をしながら、本日、業界自ら一歩前進したいと

いう意味の更なる適正な車両数の見直しとして、当面の減車目標数値を掲げた特定

事業計画を推進する旨の発言がありましたので、本協議会といたしましてもしっか

り後押して参りたいと強く思っている次第でございます。

本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。（高橋

会長）
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⇒ 以上を持ちまして、第５回旭川交通圏タクシー特定地域協議会を終了させていた

だきます。本日は誠にありがとうございました。

以上
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第５回 旭川交通圏タクシー特定地域協議会出席者名簿
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全自交北海道地方連合会 執行委員長 竹内 誠
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北海道警察旭川方面本部 交通課長 高橋 正彦

※代理出席 企画指導統括官 佐々木 好明

旭川市総合政策部 地域振興担当部長 赤岡 昌弘

北海道労働局旭川労働基準監督署 署長 中山 和雄

北海道運輸局旭川運輸支局 支局長 高橋 博之

（事務局）

北海道運輸局旭川運輸支局 首席運輸企画専門官 高橋 秋彦

北海道運輸局旭川運輸支局 運輸企画専門官 矢木 孝
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社団法人旭川地区ハイヤー協会 理事 伊与木 英明


